
らくの会 入会後のご説明 
 

らくの会は「きょうと摂食障害家族教室」を卒業された摂食障害患者家族による家族会で、平成 24 年 4

月に発足し、現在 3 年目となりました。摂食障害は慢性的に経過することが多く、ご家族の負担は非常に大

きいものです。らくの会では、ご家族同士が交流し、他では話しにくいことを話し合あうことができます。そう

することで、ご家族自身の不安を和らげることができ、ご本人に対してもより良い支援を続けていくことがで

きます。 

現在の会員数は 30 名ほどで、当事者（拒食症、過食症）の母親・父親です。京都駅近くにある「SEED テ

ラス」という一軒家で、月に一回の定例会議と交流会を行っています。SEED きょうとの家族会担当スタッフ

と、らくの会の世話人の方が中心となって運営しています。定例会議、交流会と別に、ご家族だけの茶話会

企画や、SEED スタッフによる勉強会も行っています。形式上は、SEED きょうとから独立した組織となってい

ますが、SEED きょうとと密に連携し、当事者グループや支援施設のサポートもしていく予定です。 

 

【定例会議と交流会の内容】（月 1 回 第 3 土曜日 13 時 30 分～16 時） 
前半の定例会議にて各係の方からの話し合わなければならないことを報告してもらいます。またSEEDき

ょうとスタッフからも報告があり、必要に応じてらくの会として決めなければならないことを決めます。毎月開

催していましたが、運営が安定してきたため、平成 27 年度からは定例会議は隔月の予定です。 

後半の交流会は今後も毎月行います。小グループに分かれて日々のケアについてのディスカッションを行

います。家族教室の交流会のような形式ですが、グループの司会はご家族自身でして頂いています。

SEED きょうとのスタッフが助言させてもらうこともあります。また、ケアの場面で起こりそうなトラブルのシナ

リオ（食事場面、買い物など）を用いて、そういった際にどう対応してあげるのが良いのか、ロールプレイに

よる適切な声掛けの仕方などを勉強する取り組みも始めています。 

 

【会費】 
 年会費は 5000 円（年度後半からの入会は 2500 円）です。また参加 1 回につき 500 円の会場費を集めて

います。入会年度の翌年度もらくの会を継続される場合、その年度の 4月 1日から 4 月 15日に納めて頂い

ています。 

 

＜年会費振込先＞ （銀行から） 名義：ゆうちょ銀行 普通預金 らくの会 

店名 四四八(よんよんはち)  店番 448  口座番号 4924152 
（郵便局から）  記号：１４４３０ 番号：４９２４１５２１ 

【日程の連絡等】 
 毎月の開催日や開催時間、場所などは、入会時に加入いただくメーリングリストや、次ページ以降で説明

します SEED きょうとのホームページでご確認頂けます。なお、メールやインターネットの利用が難しい方に

は、2 カ月に 1 回程度、議事録と次回の予定などを郵送（別途年間 1000 円必要）でお送りしています。 

 

【連絡先】 
郵送： 〒601-8416  京都市南区西九条池ノ内町３３  「らくの会」 宛 

E-mail: info.rakunokai@gmail.com  

→らくの会のメールアドレスで、らくの会の会長さんとSEEDきょうとのらくの会担当がチェックしています。 

メーリングリスト：rakunokai-ml@googlegroups.com  

→メーリングリストは入会時記載頂きました申込書にある E-mail を登録させていただきます。

rakunokai-ml@googlegroups.com にメールを送信いただければ、メーリングリストに登録されているらく

の会の会員全員に、そのメールが届きます。 

早急に連絡が必要な場合は SEED きょうと事務局（075-751-3386、京都大学精神科神経科医局内）に御連

絡ください。  
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らくの会掲示板へのアクセス方法 
 

まず SEED きょうとのホームページを開きます（http://kedsc.umin.jp/） 

左側のらくの会（家族会）ボタンをクリックします。 

 
 

すると「らくの会（家族会）について」というページにうつりますので、一番上にある「らくの会」会員入口というボタ

ンをクリックしてください。 

 

http://kedsc.umin.jp/


ID とパスワードをもとめられるので、両方とも family  と入力。 

 
 

するとらくの会会員のページが開きます。現在の世話人の方のお名前や、一年の流れや会則などが見られます。

最初にらくの会掲示板入口があります。クリックしてください。 

 
 

掲示板入口も同じように ID とパスワードを求められるので両方に family と入力してください。 

 



掲示板が開きます。 

 
 

前回のらくの会の定例会議や交流会、勉強会の内容などは、書記係の方が議事録としてこちらに書き込んで

頂いています。次回の日程などもこの掲示板やメーリングリストで確認することができます。また、らくの会の運

営や企画のことについても、こちらに書き込んで頂いて結構です。ただし、会員の方を誹謗中傷するような内容

の他、不適切な内容の書き込みがないようによろしくお願いいたします。 



ビデオ講習のご案内 
 

 

 
 

 

 欠席した回や復習をするために、ホームページからビデオ講習を受けてもらえるように致しました。

ホームページの「きょうと摂食障害家族教室」のページに「家族教室ビデオ講習入口」というボタン

を作っています。クリックすると ID とパスワードの入力を求められるので、ID family パスワード 

family でログインできます。家族教室に参加されていない方やらくの会以外の方に、ID やパスワー

ドを教えることのないようにお願いいたします。 

  



「らくの会」会則 

第1条 名 称  

本会は「らくの会」と称する。 

第2条 目 的  

本会は食行動異常の患者をもつ家族を中心として結成し、食行動異常に対しての正しい理解を

目指してともに学習し、さらに摂食障害者支援施設の設立・運営の活動を行っていくことを目的

とする。 

第3条 組 織  

本会の運営は、「SEEDきょうと」と連携・協力しながら、本会会員によって行われる。 

第4条 方 針  

本会の目的を達成するために、次の方針に基づいて活動する。 

1. 定期的に総会および定例会議を開く。 

2．定期的に、交流会を開く。  

3．その他、本会の目的に沿った学習会・講演会などの定期、不定期の活動を行う。 

第5条 会 員  

1．本会は次の2種の会員を以て構成する。 

a.正会員・・患者の家族（近親者）で「SEEDきょうと」の主催する家族教室を修了した者 

b.準会員・・正会員の家族で、本会の目的に賛同し活動に参加協力する者。 

2. 会員資格は会計年度にしたがって、1年毎に更新する。 

3. 正会員が退会する場合は代表に報告する。 

第6条 会 計  

1. 本会の会計は、年会費、学習会参加費、寄付金、その他の収入によって運営する。 

2. 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終了する。 

第7条 会 費  

1. 年会費の金額は、正会員は1名につき5,000円、準会員は無料とする。当該年度分を同年度

当初に納入し、それをもって同年度の会員登録を行う。 

2. 定例会議・学習会・交流会参加費は、参加者からその都度、原則1名1回500円を徴収する。 

第8条 世話人  

1. 本会には、代表、副代表、各種係などの世話人を若干名置く。任期は1年とし、再任を妨

げない。 

第9条 総会・定例会議  

1.総会は本会の最高議決機関である。 

a. 総会は、原則年１回開催する。 

b. 重要案件の議決を行う際は臨時総会を開催する。 

c. 総会の議決権は正会員が有する。 

d. 議決は出席もしくは委任状を提出した議決権を有する者の2分の1以上の賛成を必要とす

る。  

2. 定例会議にて本会による一般的な活動の議決を行う。 

a. 定例会議は年複数回開催する。 

b. 議決は出席もしくは委任状を提出した正会員の2分の1以上の賛成を必要とする。 

3. 本会準会員は総会・定例会議の議決権を有しない。 

第10条 改 正  

本会則は総会および臨時総会に於いて、出席もしくは委任状を提出した本会正会員の2分の1

以上の賛成により改正することができる。 

第11条 事務局  

1. 本会の事務局は主たる事務所を京都府京都市南区西九条池之内町33 SEEDテラスに置く。 

2. 前項のほか、事務局業務の一部についてSEEDきょうと事務局の支援を受ける。 

3. 事務局は、会員並びに世話人との連携を保ち、会の目的に沿って会の運営を助ける。 



制定・改訂履歴 
平成 24 年 3 月 17 日制定 
平成 25 年 3 月 16 日改正 
平成 26 年 3 月 1 日改正 
平成 27 年 4 月 18 日改正 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
＜運営の流れ＞ 

4 月 15 日：継続会員の年会費納入（5000 円）締切。会計係より名簿係及び代表へ年会費納入者の報告。 
4 月第 3 週土曜日：総会。会計報告。新規役員へ引継ぎ。SEED への寄付の決定。新年度開始 
5 月末：3 月家族教室修了者の入会締切。年会費納入（5000 円）確認、名簿確定。 
6 月：名簿係より名簿発送 
9 月第 2 週土曜日：家族教室最終回の合同交流会。入会案内を実施。 
11 月末：9 月家族教室修了者の入会締切。半期年会費納入（2500 円）、名簿追加。 
2 月：会計係にて前年度からの継続会員の年会費納付状況確認。未納入の方へ対し、案内状送付。 
2 月中旬：次期役員調整。 
3 月第 2 週土曜日：家族教室最終回の合同交流会。入会案内を実施。 
3 月末日：会計締日。 
 
 

＜係一覧＞ 
＊代表（1 名） 
 ・SEED との連絡役。 
 ・らくの会での議題について、決定した事項を SEED へと報告。 
 ・何か問題が起これば聞き、随時、SEED へと報告。 
 ・定例会議議事録を発送する。 
 ・info.rakunokai@gmail.com のメールをチェックする 
＊副代表（1 名） 
 ・代表と同じ仕事を分担する。 
＊書記（2 名） 
 ・らくの会の定例会議の議事録を記録し、メーリングリスト、掲示板へ書き込む。 
 ・代表および副代表へそれを報告する。 
 ・2 月もしくは 3 月の定例会議の議事録には、次年度の年会費振込案内を含める。 
＊会計（2 名） 
 ・年会費の案内、管理 
 ・年度当初に年会費納入を確認し、名簿係に連絡。家族会の中で使用する資金等の管理。 
 ・3 月末、最終会計報告 
＊名簿係（1 名） 
 ・SEED テラスで「らくの会」宛ての郵送物の有無の確認。 
 ・5 月末、11 月末：名簿一覧の作成（既存のものに追加の必要があれば追加するのみ） 
 ・6 月：名簿発送（11 月末締め名簿発送は不要） 
＊鍵係（1 名） 
 ・鍵の管理 



SEED テラスへの道順 
京都駅を八条口からで降りてから、西の方に歩いて徒歩 10～15 分くらいです。地図の中の①～⑦までの番号の

場所からみた写真が下にあります。迷ったら SEED テラス（TEL 075-748-7834）まで電話してください。 

 

 
 
① 京都駅は南側の「八条口」から降ります。横断歩道を渡って西を向くと、このように左手に新・都ホテルが見

えます。そのまま西にまっすぐ進みましょう。 

 



② 西に進むと堀川との交差点に来ます。堀川通の横断歩道を渡りましょう。 

 

 
 
③ 横断歩道を渡ると目の前は南ブライトホールです。少し北の方に進むと左に「天下一品」があるので、それを

左に見ながら回り込んで、さらに西へ進みます。 

 
  



④ しばらく道なりに進んでいくと、市バスのバス停があります。そのバス停をこえたところにある交差点を左折

して南に向かいます。 

 
 
 
⑤ 少し南に行くと小さな交差点があるので、そこを左折します。 

 

  



⑥ 左折するとこのような露地になっています。突き当りの家の左側が「SEED テラス」です。 

 
 
⑦  ここが「SEED テラス」です。 

 


